
別記様式第６号の２ 

和 道 政 号 外 

   令 和 ８ 年 １ 月 ８ 日 

（２０２６年）  

 

 

和歌山市 都市建設局  

  道路河川部 道路政策課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和８年１月６日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工 事 (業 務 )場 所 

令和７年度 

和道政委 第１号 

和歌山北ICフルインターチェンジ化予備設計業務委託 

和歌山市直川地内外 

質 問 事 項  回 答 事 項  

①特記仕様書1.4の管理技術者の実績として、高速

自動車道、自動車専用道路又はインターチェンジ

に関する道路設計業務とありますが、予備設計、

詳細設計のいずれでもよろしいでしょうか。 

 

②特記仕様書1.5の照査技術者の要件として、道路

設計業務に関する十分な知識を有する者とありま

すが、管理技術者と同様の高速自動車道、自動車

専用道路又はインターチェンジに関する道路設計

業務の実績までは必要ないと考えてよろしいでし

ょうか。 

 

③見積用設計書 設計内訳書2頁3頁の「既存３案

比較の精査」及び「代替案の検討」はどちらの積

算基準を参考にされていますか。また、見積歩掛

の場合、歩掛をご教示いただくことは可能でしょ

うか。 

①特記仕様書1.4の道路設計業務としては、高

速自動車国道、自動車専用道路の本線若しくは

インターチェンジに関する予備設計業務若し

くは詳細設計業務を対象としています。 

 

②特記仕様書1.5の照査技術者としては、特記

仕様書に記載のとおりであり、高速自動車国

道、自動車専用道路の本線若しくはインターチ

ェンジに関する道路設計業務の実績までは必

要としていません。 

 

 

③「既存３案比較の精査」及び「代替案検討」

はどちらも見積による歩掛を採用しています。

また、見積により採用した歩掛であることか

ら、設計図書より必要な作業数量をもとに積算

してください。 



別記様式第６号の２ 

和 道 政 号 外 

   令 和 ８ 年 １ 月 ８ 日 

（２０２６年） 

 

 

和歌山市 都市建設局  

  道路河川部 道路政策課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和８年１月７日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工 事 (業 務 )場 所 

令和７年度 

和道政委 第１号 

和歌山北ICフルインターチェンジ化予備設計業務委託 

和歌山市直川地内外 

質 問 事 項 回 答 事 項 

①数値図化業務について、特記仕様書3.4貸与資料

（成果品、図面、データ）(4)空中写真データです

が、どのような空中写真（撮影日、撮影縮尺等）

を貸与いただけるのでしょうか？ 

また、数値図化を実施するにあたり対象の写真

は図化可能な(空中三角測量等実施済み)写真でし

ょうか？ 

①特記仕様書3.4貸与資料（成果品、図面、デ

ータ）（４）空中写真データは、令和６年１２

月３０日に撮影したもので、提供するデータを

使用して地図情報レベル１０００の数値図化

（地形図の作成）は可能です。 

 


